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近
年
、
防
御
性
集
落
を
め
ぐ
る
議
論
が
と
み
に
活
況
を
呈
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ま
で
文
献
上
か
ら
蝦
夷
反
乱
の
記
録
が
途
絶
え
「
平
和
」
と
「
安
定
」

が
商
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
十
世
紀
後
半
以
降
十
一
世
紀
代
に
か
け

て
、
郡
制
未
施
行
の
東
北
地
方
北
部
（
概
ね
北
緯
四
○
度
以
北
）
に
突
如
出

現
し
た
数
々
の
「
防
御
的
」
な
集
落
の
存
在
は
、
文
献
か
ら
は
窺
い
知
る
こ

と
の
で
き
な
い
激
動
の
社
会
情
況
が
当
該
地
域
に
生
じ
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
も
の
で
あ
り
、
文
献
史
学
研
究
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
き
わ

め
て
重
要
な
考
古
学
的
知
見
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
防

御
性
集
落
を
め
ぐ
っ
て
一
九
九
六
年
と
二
○
○
五
年
に
青
森
県
に
て
開
催
さ

れ
た
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
も
と
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第

一
線
の
研
究
者
諸
氏
に
よ
っ
て
現
時
点
に
お
け
る
防
御
性
集
落
研
究
の
到
達

点
と
今
後
の
課
題
・
論
点
が
示
さ
れ
た
伽
期
的
な
一
冊
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
括
弧
内
は
執
筆
者
、
敬
称
略
）
。

は
じ
め
に
（
小
口
雅
史
）

第
一
部
日
本
史
の
な
か
の
「
防
御
性
」
集
落

講
演
考
古
学
か
ら
み
た
戦
争
（
佐
原
真
）

調
査
報
告
高
屋
敷
館
遺
跡
（
畠
山
昇
）

三
浦
圭
介
・
小
口
雅
史
・
斉
藤
利
男
編

『
北
の
防
御
性
集
落
と
激
動
の
時
代
』

〈
書
評
と
紹
介
〉

書
評
と
紹
介

遠
藤
祐
太
郎

近
年
の
高
屋
敷
館
遺
跡
調
査
を
め
ぐ
っ
て
（
木
村
浩
二

討
論
防
御
性
集
落
の
時
代
の
北
の
社
会
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か

防
御
性
集
落
の
終
末
と
諸
郡
の
建
置
（
入
間
Ⅲ
宣
夫
）

第
二
部
北
日
本
古
代
防
御
性
集
落
を
め
ぐ
っ
て

古
代
防
御
性
集
落
と
北
日
本
古
代
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
（
三
浦
圭
介
）

青
森
県
に
お
け
る
防
御
性
集
落
の
時
代
と
生
業
ｌ
そ
の
考
古
学
的
現
状

の
確
認
と
仮
説
の
検
証
を
中
心
に
Ｉ
（
佐
藤
科
生
）

秋
川
県
に
お
け
る
古
代
防
御
性
集
落
（
高
橋
学
）

北
上
盆
地
か
ら
み
た
東
北
北
部
の
古
代
社
会
（
八
木
光
則
）

岩
手
県
の
防
御
性
集
落
（
工
藤
雅
樹
）

防
御
性
集
落
の
時
代
背
景
ｌ
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
Ｉ
（
小
口
雅
史
）

討
論
北
日
本
の
古
代
防
御
性
集
落
を
め
ぐ
っ
て

「
北
の
古
代
防
御
性
集
落
」
研
究
の
到
達
点
と
課
題
（
斉
藤
利
男
）

青
森
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
記
（
菊
池
徹
夫
）

防
御
性
集
落
事
例
集

あ
と
が
き
（
三
浦
圭
介
）

第
一
部
は
、
高
屋
敷
館
遺
跡
（
青
森
市
浪
岡
）
の
発
見
を
う
け
て
開
催
さ

れ
た
「
弘
前
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅲ
Ⅱ
本
史
の
な
か
の
北
の
「
防
御
性
」
集
落
」

（
一
九
九
六
年
十
月
六
Ｈ
、
於
弘
前
駅
前
巾
民
ホ
ー
ル
）
の
内
容
を
も
と
に

構
成
さ
れ
、
同
遺
跡
に
つ
い
て
の
検
討
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

佐
原
氏
は
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
戦
い
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
農
耕
の

開
始
に
よ
っ
て
食
料
採
集
段
階
に
は
な
か
っ
た
「
蓄
え
」
が
生
じ
、
そ
れ
を

奪
い
取
ろ
う
と
す
る
経
済
的
動
機
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て

考
古
学
的
に
「
戦
い
の
あ
っ
た
社
会
」
を
証
明
す
る
材
料
と
し
て
、
①
守
り

五
五
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の
村
（
防
御
を
固
め
て
い
る
村
）
、
②
武
器
、
③
武
器
で
殺
傷
さ
れ
た
人
の
墓
、

④
武
器
を
副
え
た
墓
、
⑤
祭
祀
の
道
具
に
な
っ
た
武
器
、
⑥
戦
闘
場
面
を
表

し
た
造
型
作
品
の
存
在
を
挙
げ
、
こ
う
し
た
証
拠
か
ら
弥
生
時
代
、
九
州
・

四
国
・
本
州
で
戦
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
し
た
う
え
で
、
高
屋
敷
館

遺
跡
を
こ
れ
ら
弥
生
の
「
守
り
の
村
」
と
比
較
。
遺
構
に
つ
い
て
は
「
内
側

、

に
一
徹
、
外
側
に
壁
」
と
い
う
特
徴
が
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
濠
は
空
壕

な
の
か
水
を
入
れ
た
壕
な
の
か
と
問
題
提
起
。
遺
物
に
つ
い
て
は
、
一
般
的

に
武
器
は
あ
ま
り
見
つ
か
ら
な
い
傾
向
に
あ
る
が
、
鎧
の
小
札
や
矢
尻
、
盾

な
ど
は
出
て
く
る
Ⅶ
能
性
が
あ
り
、
ま
た
馬
が
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も

考
慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

畠
山
氏
の
報
告
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
当
時
に
お
け
る
高
屋
敷
館
遺
跡

の
調
査
成
果
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
遺
跡
の
最
大
の
特
徴
は
、
北
～
西
～
南

側
の
三
方
を
大
規
模
な
士
塁
と
壕
で
、
東
側
を
大
釈
迦
川
に
面
し
た
急
崖
に

よ
っ
て
囲
ま
れ
、
ほ
ぼ
完
全
に
周
洲
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
環

壕
内
部
か
ら
は
多
数
の
竪
穴
住
居
跡
が
重
複
し
て
見
つ
か
っ
て
お
り
、
鋼
の

製
錬
や
鉄
器
の
製
造
が
行
わ
れ
た
鍛
冶
工
房
跡
、
錫
杖
状
鉄
製
品
（
小
札
？
）

や
内
耳
土
器
が
出
土
し
た
住
居
跡
、
井
戸
跡
も
あ
る
。
掘
立
柱
建
物
跡
は
一

棟
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
西
側
の
環
壕
と
士
塁
が
ず
れ
て
い
る
部
分
に

出
入
川
が
あ
り
、
木
橋
が
架
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
九
世
紀
末
頃
か
ら

１
世
紀
初
孤
頃
に
集
落
が
営
ま
れ
、
十
世
紀
中
葉
以
降
に
環
濠
集
落
が
形
成
、

十
二
世
紀
初
頭
ま
で
は
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
少
な
い
と
は
い

え
鉄
製
武
器
の
存
在
は
、
戦
闘
の
行
わ
れ
て
い
る
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
察
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
木
村
氏
は
、
そ
の
後
の
調
査
結
果
か
ら
、
威
容
を
示
す
こ

法
政
史
学
第
六
十
六
号

と
に
重
き
を
置
い
た
、
己
顕
示
性
集
落
と
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①

主
要
部
（
環
壕
内
部
）
西
側
に
の
み
柱
列
（
柵
？
）
が
設
け
ら
れ
、
②
士
塁

も
西
側
に
つ
い
て
は
大
規
模
か
つ
丁
寧
に
造
ら
れ
、
北
・
南
側
で
は
省
略
さ

れ
て
い
る
感
が
強
く
、
③
北
・
南
側
で
は
建
物
が
壕
近
く
ま
で
配
置
さ
れ
る

が
、
西
側
で
は
柱
列
と
壕
の
間
に
は
建
物
が
な
い
な
ど
、
集
落
は
西
側
偏
重

の
造
り
と
な
っ
て
お
り
、
防
御
を
主
、
的
と
す
る
集
落
と
し
て
は
不
自
然
で

あ
る
。
遺
物
に
つ
い
て
も
、
鉄
鐡
や
刀
剣
類
な
ど
の
武
器
・
武
具
の
類
が
農

耕
具
に
比
べ
て
特
段
に
多
か
っ
た
り
特
異
な
様
相
を
示
し
て
い
た
り
す
る
わ

け
で
は
な
く
、
い
つ
ぽ
う
で
錫
杖
状
鉄
製
Ⅱ
や
土
鈴
な
ど
の
特
殊
な
遺
物
が

大
量
に
川
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
側
１
塁
が
道
路
に
隣
接
す
る
の
も
防
御

的
観
点
か
ら
は
疑
問
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
南
か
ら
の
来
訪
者
に
「
見
せ
る
」

こ
と
を
意
識
し
て
造
ら
れ
た
集
落
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

討
論
で
は
、
佐
原
氏
の
講
演
お
よ
び
三
浦
・
畠
山
両
氏
の
報
告
を
う
け
て

（
’
一
一
浦
氏
の
報
告
内
容
は
第
二
部
と
重
複
す
る
た
め
、
第
一
部
で
は
割
愛
さ

れ
て
い
る
）
、
防
御
性
集
落
の
分
布
・
形
態
・
年
代
観
に
つ
い
て
、
お
よ
び
時

代
背
景
や
防
御
の
対
象
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が

と
り
わ
け
面
白
い
と
感
じ
た
の
は
、
土
塁
が
壕
の
外
側
に
あ
っ
て
防
御
で
き

る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
市
村
高
男
氏
の
コ
メ
ン
ト
で
、
足
場
の
不
安

定
な
狭
い
士
塁
に
立
つ
と
か
え
っ
て
内
側
か
ら
射
程
し
や
す
く
な
る
ゆ
え
、

外
側
か
ら
攻
め
に
く
い
今
珊
的
な
備
え
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

青
森
と
北
海
道
の
擦
文
集
川
と
の
交
易
・
交
流
に
つ
い
て
、
三
浦
圭
介
氏
は

両
者
は
一
体
化
し
た
社
会
で
、
防
御
性
集
落
の
成
立
に
も
擦
文
集
剛
が
直
接
・

間
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
み
る
の
に
対
し
、
天
野
哲
也
氏
は
交
易
は
限
定

的
な
も
の
で
、
防
御
性
集
落
の
成
立
も
青
森
や
東
北
北
部
の
な
か
で
の
問
題

五
一Ｌ、

′、
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と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
点
も
興
味
深
い
。

入
問
田
氏
は
、
防
御
性
集
落
の
終
末
に
つ
い
て
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け

る
郡
制
の
施
行
を
そ
の
契
機
と
見
る
遠
藤
巌
氏
の
コ
メ
ン
ト
（
第
一
部
討
論

参
照
）
を
踏
ま
え
、
諸
郡
が
一
斉
建
置
さ
れ
た
の
は
延
久
二
年
二
○
七
○
）

北
奥
合
戦
の
数
年
後
と
考
え
た
方
が
よ
く
、
在
地
の
首
長
ら
を
臣
従
さ
せ
た

「
最
初
の
実
力
者
」
は
鎮
守
府
将
軍
清
原
真
衡
で
あ
っ
た
ろ
う
と
指
摘
。
ま

た
、
郡
制
の
施
行
に
際
し
て
は
政
治
的
な
環
境
や
生
業
の
あ
り
方
の
差
か
ら

社
会
変
革
が
急
進
的
に
行
わ
れ
た
地
域
と
漸
進
的
だ
っ
た
地
域
と
が
あ
り
、

そ
う
し
た
地
域
差
は
防
御
性
集
落
の
形
態
の
地
域
差
と
密
接
に
関
連
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
。
そ
し
て
、
防
御
性
集
落
の
成
立
・
展
開
を
農
業

生
産
の
発
展
の
み
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
防
御
性
集
落
の
存

立
基
盤
や
類
型
、
定
義
そ
の
も
の
を
議
論
し
直
す
必
要
性
を
喚
起
す
る
。

第
二
部
は
、
近
年
盛
岡
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
蝦
夷
研
究
会
が
青
森
県

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
北
方
島
文
化
研
究
会
と
共
催
し
た
「
蝦

夷
研
究
会
青
森
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
北
日
本
古
代
防
御
性
集
落
を
め
ぐ
っ

て
」
（
二
○
○
五
年
九
月
十
七
～
十
八
日
、
於
青
森
市
ホ
テ
ル
・
ア
ラ
ス
カ
）

の
成
果
を
も
と
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
浦
氏
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
北
奥
羽
の
防
御
性
集
落
は
、

同
時
期
に
中
奥
羽
の
奥
六
郡
・
山
北
三
部
地
域
に
併
存
し
た
安
倍
氏
・
清
原

氏
の
拠
点
施
設
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
、
そ
の
構
造
上
か
ら
「
上
北

型
」
と
「
津
軽
型
」
に
大
別
で
き
る
と
し
、
両
者
の
差
異
は
「
上
北
型
」
地

域
と
「
津
軽
型
」
地
域
の
社
会
構
造
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
。
防
御
性
集
落

が
い
く
つ
か
の
地
域
に
集
中
分
布
す
る
現
象
は
各
部
族
も
し
く
は
「
部
」
等

の
行
政
的
な
ま
と
ま
り
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
、
う
ち
馬
淵
川
水
系
・
上
北

書
評
と
紹
介

湖
沼
群
・
下
北
半
島
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
は
「
陸
奥
話
記
」
天
喜
五
年
（
一
○
五

七
）
九
月
条
に
み
え
る
「
鉋
屋
・
仁
士
呂
志
・
宇
曽
利
三
部
」
に
比
定
さ
れ
、

近
年
発
見
さ
れ
た
林
ノ
前
遺
跡
（
八
戸
市
尻
内
町
）
は
「
’
一
一
部
夷
人
」
の
「
首
」

に
擁
立
さ
れ
た
「
安
倍
富
忠
」
の
拠
点
と
考
え
ら
れ
る
。
防
御
性
集
落
の
性

格
を
め
ぐ
っ
て
は
「
結
界
」
「
権
威
の
象
徴
」
「
集
団
意
識
の
高
揚
」
と
み
る

、
、
、
、

異
論
も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
主
、
的
は
敵
か
ら
の
防
御
で
あ
っ
た
と
し
か

想
定
で
き
な
い
。
具
体
的
に
は
、
北
奥
羽
の
生
産
物
や
北
海
道
と
の
交
易
品

の
直
接
管
理
・
支
配
を
目
論
む
安
倍
氏
・
清
原
氏
へ
の
備
え
と
し
て
十
世
紀

第
３
四
半
期
初
頭
頃
に
発
生
し
、
岩
手
県
北
部
域
・
秋
田
県
北
部
域
の
集
落

に
つ
い
て
は
安
倍
氏
・
清
原
氏
の
直
接
管
理
下
に
入
っ
た
十
世
紀
末
か
ら
十

一
世
紀
前
葉
に
、
青
森
県
域
・
道
南
地
方
の
集
落
に
つ
い
て
は
郡
郷
制
が
施

行
さ
れ
た
十
一
世
紀
末
頃
か
ら
十
二
世
紀
第
１
四
半
期
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ

終
焉
を
迎
え
た
と
し
て
い
る
。

佐
藤
氏
の
論
考
は
、
防
御
性
集
落
研
究
の
現
状
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
に

は
じ
ま
り
、
出
土
状
況
を
吟
味
し
、
量
的
評
価
を
明
確
な
形
で
行
う
な
ど
し

て
客
観
性
を
高
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
提
言
。
そ
の
う
え
で
、
当
該
期

の
各
種
生
業
に
つ
い
て
豊
富
な
デ
ー
タ
を
ま
じ
え
て
慎
重
に
検
討
し
た
結

果
、
防
御
性
集
落
期
に
特
有
の
生
業
と
い
う
も
の
は
認
め
難
く
、
そ
の
多
く

は
集
落
数
が
急
増
し
各
種
産
業
が
勃
興
し
た
九
世
紀
後
半
と
い
う
画
期
の
延

長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
分
析
。
承
和
～
斉
衡
年
間
（
八
三
四
～
五
六
）

の
陸
奥
側
か
ら
の
奥
地
逃
亡
や
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
の
出
羽
側
か
ら
の
奥

地
逃
亡
（
「
日
本
一
一
一
代
実
録
」
同
年
三
月
二
日
壬
辰
条
）
な
ど
に
よ
っ
て
各
種

産
業
の
技
術
流
入
・
定
着
が
促
進
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

高
橋
氏
は
、
秋
田
県
に
お
け
る
防
御
的
な
区
画
施
設
を
取
り
込
ん
だ
集
落

五
七
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を
分
析
し
、
柵
列
（
板
塀
）
を
居
住
域
の
外
縁
に
め
ぐ
ら
せ
た
も
の
を
成
立

期
の
様
相
と
み
る
。
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
前
半
代
に
板
塀
列
を
構
築
し
た

上
野
遺
跡
（
秋
田
市
河
辺
）
は
、
そ
の
構
成
員
が
米
代
川
流
域
（
以
北
？
）

出
自
の
可
能
性
が
あ
り
示
唆
的
で
あ
る
。
次
い
で
十
世
紀
中
頃
ま
で
に
柵
列

を
め
ぐ
ら
せ
る
集
落
が
米
代
川
流
域
に
出
現
。
い
つ
ぽ
う
空
掘
を
区
画
施
設

と
す
る
集
落
は
十
世
紀
中
頃
に
米
代
川
河
口
域
に
て
成
立
、
後
半
代
に
入
る

と
中
・
上
流
域
に
も
急
速
に
拡
大
す
る
と
い
う
。
清
原
氏
関
係
の
遺
跡
と
Ｈ

さ
れ
る
大
鳥
井
山
遺
跡
（
横
手
市
大
鳥
町
）
や
虚
空
蔵
大
台
滝
遺
跡
（
秋
田

市
河
辺
）
は
、
同
時
期
の
米
代
川
上
流
域
の
集
落
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ

る
と
い
う
。

八
木
氏
は
、
北
上
盆
地
と
東
北
北
部
の
集
落
様
相
を
対
比
し
、
七
～
八
世

紀
ま
で
相
違
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
が
、
九
世
紀
以
降
、
北
上
盆
地
で
は

大
型
の
掘
立
柱
建
物
が
普
及
し
竪
穴
住
居
は
小
型
均
一
化
し
て
い
く
の
に
対

し
、
北
部
で
は
小
型
の
掘
立
柱
建
物
と
大
型
の
竪
穴
住
居
が
残
り
、
地
域
差

が
し
だ
い
に
顕
著
に
な
っ
て
い
く
と
分
析
。
胆
沢
城
の
広
域
支
配
下
に
あ
っ

て
集
落
を
超
え
た
有
力
者
が
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
北
上
盆
地
社
会
で
は
や
が

て
安
倍
氏
に
よ
る
支
配
が
は
じ
ま
り
、
朝
貢
ｌ
饗
給
に
よ
る
支
配
を
受
け
集

落
内
の
階
層
性
を
維
持
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
北
部
社
会
で
は
、
城
柵
と
い
う

後
ろ
盾
を
失
っ
て
各
集
落
が
自
立
を
強
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
集
落
を
囲

郭
す
る
に
至
っ
た
と
し
、
国
家
に
よ
る
蝦
夷
分
断
政
策
が
か
か
る
地
域
差
を

生
じ
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
。
区
画
施
設
に
つ
い
て
は
、
大
溝
（
○
・
五
～
一
・

八
ｍ
Ⅱ
身
長
以
下
）
と
堀
（
深
さ
二
・
五
ｍ
超
Ⅱ
身
長
以
上
）
と
は
画
然
と

使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
大
溝
に
は
区
画
線
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
と
す

る
。
囲
郭
集
落
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
津
軽
で
は
十
一
世
紀
前
葉
、
上
津
野

法
政
史
学
第
六
十
六
号

で
は
十
一
世
紀
中
～
後
葉
ま
で
に
終
末
を
迎
え
る
と
み
て
い
る
。

工
藤
氏
は
、
岩
手
県
北
部
の
高
地
性
型
の
防
御
性
集
落
と
し
て
、
子
飼
沢

山
遺
跡
・
暮
坪
遺
跡
・
暮
坪
Ⅱ
遺
跡
北
地
区
・
同
南
地
区
・
ス
バ
ッ
ト
遺
跡

（
八
幡
平
市
西
根
町
）
・
黒
山
の
普
穴
遺
跡
（
九
戸
村
江
刺
家
）
の
事
例
を
紹

介
し
て
い
る
。
う
ち
八
幡
平
市
内
の
五
遺
跡
は
、
標
高
三
○
○
～
五
○
○
ｍ

の
高
地
ま
た
は
丘
陵
地
に
位
置
し
、
少
数
の
大
型
住
居
と
多
数
の
中
型
・
小

型
住
居
か
ら
な
り
、
年
代
に
つ
い
て
は
前
三
者
が
十
世
紀
後
半
～
末
頃
、
後

二
者
は
十
和
田
ａ
火
山
灰
降
下
（
九
一
五
）
後
と
考
え
ら
れ
る
。
黒
山
の
昔

穴
遺
跡
は
十
世
紀
末
を
中
心
と
す
る
時
期
の
高
地
性
集
落
で
、
坏
の
占
め
る

割
合
が
高
く
、
そ
の
製
作
技
法
も
八
戸
市
周
辺
か
ら
出
土
し
た
も
の
に
類
似

す
る
と
い
う
。
な
お
、
子
飼
沢
山
・
暮
坪
・
黒
山
の
昔
穴
各
遺
跡
に
お
い
て

は
火
災
で
焼
失
し
た
住
居
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

小
口
氏
は
、
防
御
性
集
落
誕
生
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

東
北
北
部
の
う
ち
で
も
北
緯
四
○
度
以
北
の
本
州
北
端
地
域
は
、
北
海
道
お

よ
び
北
緯
四
○
度
以
南
の
中
央
権
力
の
及
ぶ
世
界
と
の
交
易
・
交
流
の
舞
台

で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
鎮
守
府
・
秋
田
城
体
制
」
説
に
お
い
て
は
十
世
紀

初
頭
が
画
期
と
さ
れ
て
き
た
が
、
同
時
期
は
北
方
支
配
の
準
備
段
階
で
あ
り
、

本
格
的
な
画
期
は
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
国
家
の
支
配
領
域

が
本
州
北
端
へ
と
拡
大
し
、
交
易
制
（
陸
奥
交
易
御
馬
、
交
易
絹
、
貢
金
、

交
易
雑
物
）
が
整
備
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
、

北
方
系
産
物
の
入
手
と
深
く
関
わ
る
地
域
に
お
い
て
防
御
性
集
落
が
展
開
し

て
い
っ
た
背
景
に
は
、
在
地
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
軋
礫
（
国

守
ら
と
蝦
夷
系
豪
族
あ
る
い
は
王
臣
家
の
使
ら
と
の
軋
礫
、
蝦
夷
系
豪
族
と

北
の
世
界
の
現
地
住
民
と
の
軋
礫
、
安
倍
氏
・
清
原
氏
と
の
緊
張
・
対
立
、

五
八
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集
落
相
互
の
軋
礫
な
ど
）
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
応
じ
た
形
で
の
防
御
性
集
落
の
類
型
化
が
可
能
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま

た
、
新
田
（
１
）
遺
跡
（
青
森
市
新
田
）
の
よ
う
に
防
御
性
集
落
全
盛
期
に

防
御
施
設
を
も
た
ず
中
央
的
な
文
化
遺
物
が
出
土
す
る
よ
う
な
遺
跡
は
、
北

と
南
の
文
物
の
結
節
点
に
位
置
す
る
当
地
な
ら
で
は
の
交
易
拠
点
で
は
な
い

か
と
し
、
交
易
（
儀
式
）
の
場
と
防
御
す
べ
き
生
活
の
場
と
が
分
離
し
て
存

在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

討
論
で
は
、
各
氏
の
報
告
を
う
け
て
、
防
御
性
集
落
の
出
現
お
よ
び
終
焉

の
時
期
、
時
代
背
景
、
形
態
分
類
、
安
倍
氏
・
清
原
氏
の
城
柵
と
の
関
係
性

と
い
っ
た
点
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
年
代
観
を
め
ぐ
る
三
浦
氏

と
八
木
氏
の
認
識
の
ズ
レ
は
大
き
い
。
高
屋
敷
館
遺
跡
の
終
焉
を
八
木
氏
は

土
器
編
年
を
根
拠
に
十
一
世
紀
前
葉
と
み
る
が
、
三
浦
氏
は
橋
脚
や
折
敷
の

年
代
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
で
あ
る
と
し
、
十
一
世
紀
後
半
～
十
二
世
紀
前
半

の
土
器
編
年
は
明
確
で
な
い
う
え
、
十
一
世
紀
以
降
北
奥
と
中
奥
で
は
土
器

の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
く
る
た
め
多
賀
城
編
年
や
秋
田
城
編
年
を
そ
の
ま
ま

当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
八
木
氏
は
、
集
落
を
防

御
的
と
み
る
こ
と
向
体
に
も
異
を
唄
え
て
い
る
。

最
後
に
、
斉
藤
氏
お
よ
び
菊
他
氏
が
「
参
加
記
」
の
形
で
、
各
氏
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
論
点
を
整
理
・
分
析
し
、
今
後
に
向
け
た
課
題
を
提
起
し
て
い

る
。
斉
藤
氏
は
、
防
御
性
集
落
の
類
型
化
に
あ
た
っ
て
は
三
浦
氏
や
工
藤
氏

が
提
示
し
た
よ
う
な
形
態
面
の
分
類
と
は
別
に
、
「
拠
点
集
落
」
「
一
般
集
落
」

「
要
塞
集
落
」
と
い
っ
た
政
治
的
・
社
会
的
分
類
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
。

諸
論
者
問
で
食
い
違
う
年
代
観
を
特
定
し
て
い
く
た
め
に
は
、
考
古
学
的
指

標
の
比
較
検
討
に
加
え
て
文
献
史
料
面
か
ら
の
分
析
も
不
可
欠
で
あ
る
と

書
評
と
紹
介

し
、
「
交
易
」
に
関
し
て
は
そ
の
具
体
的
内
容
を
知
り
う
る
手
が
か
り
が
少
な

か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
。
「
拠
点
集
落
」
に
し
て
「
織
滅
戦
」
が
行
わ

れ
た
舞
台
と
み
ら
れ
る
林
ノ
前
遺
跡
の
意
義
を
も
っ
と
積
極
的
に
評
価
す
べ

き
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
菊
池
氏
は
、
三
浦
氏
ら
の
防
御
性
集
落
倫
の

通
説
性
を
認
め
つ
つ
、
八
木
氏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
異
論
と
の
整
合
性
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

本
書
を
通
読
し
て
改
め
て
、
防
御
性
集
落
へ
の
視
点
な
く
し
て
こ
の
時
代
・

地
域
の
理
解
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
痛
感
し
た
。
と
く
に
前
九
年
合

戦
（
一
○
五
一
～
六
二
）
や
後
三
年
合
戦
（
一
○
八
三
～
八
七
）
を
主
た
る

研
究
対
象
と
す
る
筆
者
に
と
っ
て
、
そ
の
重
要
な
史
的
背
景
を
な
す
で
あ
ろ

う
北
奥
地
域
の
動
向
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
欠
の
課
題
で
あ
り
、
防
御
性

集
落
が
出
現
し
、
展
開
し
、
や
が
て
消
滅
し
て
い
っ
た
意
味
を
考
え
ず
に
は

お
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
遺
構
・
遺
物
の
解
釈
や
年
代
観
の
分
析
と
い
っ

た
考
古
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
門
外
漢
に
判
断
で
き
よ
う
は
ず
も
な
く
、

こ
こ
で
は
自
ら
の
問
題
関
心
と
深
く
か
か
わ
る
点
に
つ
い
て
若
干
の
感
想
を

述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

三
浦
氏
は
、
防
御
性
集
落
期
の
北
奥
羽
と
中
奥
羽
（
奥
六
郡
・
山
北
一
一
一
郡
）

で
は
土
器
文
化
が
異
な
る
こ
と
や
、
前
九
年
合
戦
に
お
い
て
安
倍
冨
忠
が
国

府
側
に
与
し
て
安
倍
頼
時
を
死
に
至
ら
し
め
た
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
「
北
奥

地
域
は
奥
六
郡
の
安
倍
氏
と
敵
対
関
係
に
あ
る
一
方
、
国
府
あ
る
い
は
中
央

国
家
と
は
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
」
と
分
析
し
、
防
御
性
集
落
と
は
「
常
に

北
奥
の
（
中
略
）
生
産
物
や
北
海
道
と
の
交
易
品
の
直
接
管
理
・
支
配
を
Ⅱ

論
」
む
安
倍
氏
・
清
原
氏
に
対
す
る
備
え
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
が
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
場
で
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
（
二
二
四
頁
参
照
）
こ
う
し
た
解

五
九
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釈
に
は
従
い
が
た
い
。
小
口
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
当
時
の
北
奥
社
会
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
軋
礫
や
緊
張
関
係
が
生
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
安

倍
氏
・
清
原
氏
や
国
府
（
国
家
）
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
も
け
っ
し
て
一
様
で

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
今
昔
物
語
集
」
巻
三
十
一
第
十
一
話
に
は

、
、
、
、
、
、
、

「
（
陸
奥
）
国
ノ
奥
一
一
、
夷
ト
云
者
有
テ
、
公
二
随
上
不
奉
ズ
」
「
頼
時
其
ノ

、
、
、
、

夷
ト
同
心
ノ
間
エ
有
テ
」
と
あ
り
、
前
九
年
合
戦
期
、
安
倍
富
忠
を
「
首
」

と
し
て
国
府
側
に
与
し
た
「
夷
人
」
も
い
れ
ば
、
国
府
側
に
敵
対
し
た
「
夷
」

も
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
「
陸
奥
話
記
」
天
喜
五
年
九
月
条
に
し
て
も
、

、
、
、

見
方
に
よ
っ
て
は
「
甘
説
」
を
う
け
た
「
奥
地
俘
囚
」
の
う
ち
「
一
一
一
部
」
が

国
府
側
に
与
し
た
丁
与
し
な
か
っ
た
「
部
」
も
あ
っ
た
）
と
読
む
こ
と
も

で
き
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
か
か
る
唯
一
の
、
そ
れ
も
十
一
世
紀
中
葉
の
戦
乱

期
に
お
け
る
一
コ
マ
と
し
て
確
認
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
「
敵
対
関
係
」
の
事

例
を
、
い
か
よ
う
に
も
解
釈
可
能
な
「
状
況
証
拠
に
す
ぎ
な
い
」
考
古
学
的

知
見
と
結
び
つ
け
、
防
御
性
集
落
の
時
代
・
地
域
に
通
有
の
も
の
で
あ
っ
た

か
の
ご
と
く
論
じ
る
の
は
方
法
論
的
に
も
適
切
で
は
あ
る
ま
い
。
北
奥
地
域

を
お
し
な
べ
て
反
安
倍
（
清
原
）
氏
・
親
国
府
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
に
は

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
安
倍
氏
が
本
格
的
に
奥
六
部
に
台
頭
し
て
い

く
時
期
も
十
世
紀
第
３
四
半
期
初
頭
（
氏
の
年
代
観
で
い
う
防
御
性
集
落
の

出
現
期
）
よ
り
は
や
や
降
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
防
御
性
集
落
が
出
現
し
た

、
、
、
、
、
、
、

そ
も
そ
も
の
理
由
は
「
両
氏
へ
の
備
え
」
と
は
別
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
木
氏
や
小
口
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
十
世
紀
後

半
以
降
に
お
け
る
国
府
（
国
家
）
側
、
在
地
側
双
方
の
「
変
化
」
に
つ
い
て

さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

防
御
性
集
落
の
機
能
や
役
割
を
考
え
る
う
え
で
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る

法
政
史
学
第
六
十
六
号

主
要
な
交
通
路
や
河
川
な
ど
と
の
位
置
関
係
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
集
落
の
平
時
に
お
け
る
社
会
的
地
位
（
人
や
物
資
の

往
来
に
ど
の
程
度
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
の
か
）
や
戦
時
に
お
け
る
防
御
体

制
（
敵
は
ど
こ
か
ら
攻
め
て
き
て
、
そ
れ
を
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
防
い
だ
の

か
）
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
安
倍
氏
の
柵
を
め
ぐ
っ
て
は
「
交

（
１
）

通
遮
断
施
設
」
と
「
居
館
」
と
い
う
一
一
つ
の
類
型
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、

防
御
性
集
落
の
場
合
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

奥
羽
両
国
に
お
け
る
郡
制
未
施
行
地
域
の
う
ち
、
岩
手
県
三
陸
沿
岸
に
あ

た
る
閉
伊
地
域
に
の
み
防
御
性
集
落
が
存
在
し
て
い
な
い
点
も
気
に
な
っ

た
。
こ
の
地
域
は
八
世
紀
以
前
の
段
階
か
ら
国
家
側
と
関
わ
り
を
も
ち
Ｓ
続

日
本
紀
」
霊
亀
元
年
〈
七
一
五
〉
十
月
丁
丑
条
）
、
弘
仁
二
年
（
八
一
二
の

征
夷
で
は
「
永
薩
体
」
と
と
も
に
征
討
の
対
象
と
さ
れ
た
が
ｓ
日
本
後
紀
」

同
年
三
月
甲
寅
条
『
平
安
時
代
を
通
じ
て
郡
が
置
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
特

殊
な
地
域
で
あ
っ
た
。
前
九
年
合
戦
に
お
け
る
動
向
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ

る
が
、
延
久
合
戦
で
は
「
衣
曾
別
鴫
荒
夷
」
と
と
も
に
征
討
の
対
象
と
さ
れ

た
（
「
御
堂
摂
政
別
記
」
裏
文
書
、
応
徳
三
年
〈
一
○
八
六
〉
正
月
廿
一
一
一
Ｈ
前

陸
奥
守
源
頼
俊
款
状
）
。
国
家
側
の
記
録
に
お
い
て
も
「
鉋
屋
・
仁
士
呂
志
・

宇
曾
利
」
は
「
部
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
閉
伊
地
域
は
八
世
紀
段
階
か
ら
一

貫
し
て
「
村
」
で
あ
り
（
「
閑
村
」
「
示
薩
体
・
弊
伊
二
村
」
「
閉
伊
七
村
山
徒
」
）
、

両
地
域
は
異
な
る
扱
い
を
う
け
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
閉
伊
地
域
は
八

世
紀
以
来
の
製
鉄
地
で
、
北
方
地
域
へ
の
鉄
製
品
の
供
給
元
で
あ
る
と
と
も

（
２
）

に
、
太
平
洋
海
上
交
通
を
介
し
た
交
易
拠
点
で
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
気
仙

郡
と
「
三
部
」
と
い
う
安
倍
氏
追
討
に
連
携
し
た
両
地
域
に
挟
ま
れ
た
地
域

で
も
あ
る
。
そ
こ
に
郡
が
置
か
れ
ず
、
防
御
性
集
落
も
存
在
し
な
か
っ
た
意

六

○
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味
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
北
奥
地
域
へ
の
諸

郡
建
置
の
少
な
く
と
も
史
的
前
提
を
な
す
で
あ
ろ
う
延
久
合
戦
、
ひ
い
て
は

防
御
性
集
落
終
焉
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
ま

た
い
つ
ぽ
う
で
、
郡
と
も
「
村
」
と
も
異
な
る
「
部
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
も
、
三
浦
氏
や
斉
藤
氏
が
指
摘
す
る
防
御
性
集
落
の
地
域
的
な

ま
と
ま
り
と
も
照
ら
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
誠
に
要
領
を
得
な
い
コ
メ
ン
ト
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
筆
者
の

理
解
不
足
か
ら
各
氏
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
お
伝
え
で
き
て
い
な
い

点
も
多
々
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ご
海
容
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
は
多
く
の
点
で
諸
論
者
問
の
「
違
い
」
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
た
感
が
あ
る
が
、
研
究
の
進
化
の
た
め
に
は
そ
れ
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で

あ
り
、
積
極
的
に
そ
の
意
義
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
東
北
・
北
方
史
研

究
者
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
研
究
に
携
わ
る
す
べ
て
の
方
々
に
ぜ
ひ
ご
味
読
い

た
だ
き
た
い
一
冊
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
数
々
の
成
果
と
課
題

を
た
た
き
台
と
し
て
、
今
後
防
御
性
集
落
研
究
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て

い
か
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
つ
つ
燗
筆
し
た
い
。

註（
１
）
羽
柴
直
人
「
安
倍
氏
の
「
柵
」
の
構
造
ｌ
『
交
通
遮
断
施
設
」
の

視
点
か
ら
ｌ
」
（
「
平
泉
文
化
研
究
年
報
」
四
二
○
○
四
年
）
、
「
安

倍
氏
の
柵
の
構
造
（
２
）
ｌ
居
館
と
し
て
の
柵
ｌ
」
（
「
同
」
五
、
二

○
○
五
年
）
。

（
２
）
樋
口
知
志
「
蝦
夷
と
太
平
洋
海
上
交
通
」
Ｓ
日
本
史
研
究
」
五
一

「
二
○
○
五
年
）
。

〔
二
○
○
六
年
八
月
刊
一
一
一
○
四
頁
七
○
○
○
円
十
税
同
成
社
〕

書
評
と
紹
介

本
書
の
著
者
根
崎
光
男
氏
は
、
法
政
大
学
人
間
環
境
学
部
教
授
と
し
て
、

日
々
教
育
と
研
究
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
著
者
が
留
意
す
る

の
は
、
先
人
の
環
境
や
環
境
問
題
と
の
関
わ
り
、
環
境
対
策
へ
の
知
恵
を
探

り
、
そ
の
環
境
破
壊
や
環
境
管
理
な
ど
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
政
治
・
経
済
・

社
会
の
問
題
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
が
本
書
に
お
い
て
「
生
類
憐
み
の
令
」
を
取
り
上
げ

る
の
も
、
昨
今
の
稀
少
動
物
の
保
護
の
問
題
や
、
鳥
獣
害
へ
の
対
応
の
問
題

な
ど
を
解
決
し
て
い
く
た
め
の
一
助
と
し
て
、
今
一
度
人
間
と
動
物
と
の
関

係
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
る
。

「
生
類
憐
み
の
令
」
は
、
江
戸
幕
府
五
代
将
軍
の
徳
川
綱
吉
政
権
下
で
触
れ

ら
れ
た
法
令
と
し
て
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
が
、
一
般
に
は
悪
政
の
典
型
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
現
在
の
研
究
状
況
で
は
、
そ
の

事
実
関
係
や
歴
史
的
評
価
は
、
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

本
書
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
し
、
「
生
類
憐
み
」
と
い
う
政
策
が
持
つ
、

政
治
的
・
社
会
的
意
味
を
問
い
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

従
来
の
「
生
類
憐
み
の
令
」
と
い
う
視
点
で
は
、
法
令
に
表
れ
な
い
生
類
憐

み
関
連
の
施
策
を
見
失
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、
放
鷹
制
度
の
縮
小
・
廃
止
や
鉄
砲
改
め
、
捨
て
牛
馬
・
捨
子
の
禁

根
崎
光
男
箸

『
生
類
憐
み
の
世
界
』

一
ハ
ー

安
田
寛
子
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